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① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合や、耕
作放棄地等について、農地中間管理機構が借受け

② 農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、
担い手（法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）がまとまりのある形で農地を利用
できるよう配慮して、貸付け

③ 農地中間管理機構は、当該農地について農地としての管理

④ 農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村・ＪＡ等に委託し、農地中間管理機構を中心
とする関係者の総力で農地集積・耕作放棄地解消を推進
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１． 農地中間管理機構の整備・活用 （法整備・予算措置・現場の話合いをセットで推進）

農地中間管理機構 （農地集積バンク）
（都道府県に１つ）

政策の展開方向

○ 今後10年間で、担い手の農地利用が全農地の８割を占める農業構造を実現（農地の集積・集約化でコスト削減）
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農地の集積・集約化でコスト削減

農地の集約（イメージ）

農地中間管理機構（農地バンク）とは



○全耕地面積に占める担い手の利用面積のシェア

○ 農地バンクは、農地の分散状態を解消し、農地の集積・集約化を進めるための仕組みとして、2014年に創設。
○ 2014年以降、担い手への農地の集積面積は、再び上昇に転じ、2018年度は3.1万ha増加し、そのシェアは56.2％
となった。

○ 2023年の目標（担い手のシェア８割）達成のためには、更に集積・集約化の加速化を図る必要。
○ 第198回国会で成立した施行５年後見直しに即し、
① 地域の関係者が一体となった人・農地プラン（地域農業の将来の設計図）の実質化
② 農地バンクの手続簡素化や農地の集積・集約化を支援する体制の統合一体化
③ 中山間地域における対応の強化
を進める。

○農地バンクの取扱実績（累積転貸面積）
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農地バンクによる担い手への農地集積の状況（2018年度）



47.7万ha

　 うち遊休農地 2.7万ha

45.8万ha

うち遊休農地 2.7万ha

　合　計 93.4万ha
（農地（447万ha）の20.8％）

5.4万ha
（相続未登記農地等の６％）

　相続未登記農地

　相続未登記のおそれのある農地

うち遊休農地

○ 「相続未登記農地」：

登記名義人が死亡していることが確認
された農地。

○ 「相続未登記のおそれのある農地」：

住民基本台帳上ではその生死が確認
できず、相続未登記となっているおそれ
のある農地。

○「遊休農地」：

１年以上耕作されておらず引き続き耕
作される見込のない農地等

定義

※ 各農業委員会において、農地台帳
上の農地の登記名義人について、固
定資産課税台帳及び住民基本台帳上
のデータとそれぞれ照合。

結果

所有者不明農地等の実態

○ 相続未登記農地及びそのおそれのある農地は全農地の約２割（93.4万ha）を占めるが、うち遊休農地
になっているのは６％（5.4万ha）にとどまり、多くは実態上は耕作がなされている。

○ しかしながら、当該農地を農地中間管理機構に貸付けようとすると、法定相続人を探索した上で同意を
集めなければならないことから円滑に貸付けが進まず、農地の集積・集約化の妨げとなっているところで
ある。
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				　相続未登記農地				47.7万ha マン

				　		うち遊休農地 ユウキュウ ノウチ		2.7万ha マン

				　相続未登記のおそれのある農地				45.8万ha マン

						うち遊休農地 ユウキュウ ノウチ		2.7万ha マン

				　合　計 ゴウ ケイ				93.4万ha マン

								（農地（447万ha）の20.8％）

						うち遊休農地 ユウキュウ ノウチ		5.4万ha マン

								（相続未登記農地等の６％） ソウゾク ミトウキ ノウチ トウ







１．相続未登記農地等の利用の促進

（１） 全農地の約２割（93.4万ha）を占める相続未登記農地等は、共有者の探索等がネックとなり、農地の集積・集約化を阻害
（２） 農作物栽培の効率化・高度化を図る観点から農業用ハウスの底面を全面コンクリート張りしようとすると、農地転用許可が必

要となり、農地のまま設置することができない。

平成30年11月16日施行

（１） 所有者不明農地について、相続人の一人（固定資産税等を負担している者等）が農地
中間管理機構に貸付けできるよう、農業委員会の探索・公示手続を経て、不明な所有者
の同意を得たとみなすことができる制度を創設
農業委員会による不明者の探索は、一定の範囲に限定（基盤強化法、農地法）

（２） 共有持分の過半を有する者の同意（（１）のみなし同意を含む。）を得て、又は、知事裁
定を経て設定される利用権の存続期間の上限を「５年」から「20年」に延長（基盤強化法、
農地法）

（１） 農業用ハウス等を農地に設置するに当たって、農業委員会に届け出た場合には、内
部を全面コンクリート張りとした場合であっても、農地転用に該当しないものとする。（農地
法等）

施行期日

２．底面の全部がコンクリート等で覆われた農業用施設の取扱い

背 景

法律の概要

【環境制御システムの導入】

相続人の貸付け意向等

不明者の探索の要請 【市町村】

探索・公示 【農業委員会】

不明者のみなし同意

農用地利用集積計画の作成・公告
【市町村】

農地中間管理機構への利用権の設定

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の概要
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新設

✔ 共有者（相続人）の一人でも、簡単な手続で農地中間管理機構に貸すことを可能とした。
✔ また、利用権の設定期間も５年から20年と、大幅に長期化。

所有者不明農地の利活用のための新制度（フロー図）
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